
第１章 総則 

（目的） 

第１条 本仕様書は、那賀町（以下「甲」という。）が国土調査法（昭和26年法律第180

号）に基づき実施する地籍調査事業の作業方法等について定める。 

 

（作業規定） 

第２条 本業務にあたっては本仕様書のほか、業務委託契約書及び下記の法令等により実施 

し、疑義を生じた場合には「甲」と協議するものとする。 

（１）国土調査法（昭和26年法律第180号、令和4年6月17日法律第68号最終改正） 

（２）国土調査法施行令（昭和27年政令第59号、令和6年10月30日政令第327号最終改正）及 

び別表 

（３）地籍調査作業規程準則（昭和32年10月24日第71号、最終改正：令和6年6月28日国土交

通省令第73号）同運用基準（平成14年3月14日付け国土国第590号国土交通省・水資源

局長通知、最終改正：令和6年6月28日付け国不籍第270号）及び別表 

（４）国土調査法施行規則（平成22年10月12日国土交通省令第50号） 

（５）地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日付け国土国第591号国土交通省

土地・水資源局長通 知、 最終改正：令和3年3月31日付け国不籍第578号) 

（６）地籍調査事業工程管理及び検査規程細則（平成14年3月14日国土国第598号国土交通省

土地・水資源局 国土調査課長通知、 最終改正：令和5年6月19日国不籍第148号） 

（７）地籍調査事業（航測法による地籍調査）工程管理及び検査規程細則 （令和3年8月31

日国不籍第338号国土交通省不動産・建設経済局 地籍整備課長通知、最終改正：令和

5年6月19日国不籍第152号） 

（８）地籍測量に用いる器械の点検要領 

（平成23年国土籍第280号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知） 

（９）地籍調査票作成要領（令和3年3月31日付け国府籍第579号国土交通省不動産・建設経

済局地籍整備課長通知） 

（10）地籍図作成要領（令和3年3月2日付け国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局地

籍整備課長通知） 

（11）地籍簿作成要領（令和3年3月2日付け国不籍第581号国土交通省不動産・建設経済局地

籍整備課長通知） 

（12）地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領について 

（令和3年3月31日付け国不籍第580号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通

知） 

（13）地籍調査成果電子納品要領（平成２９年４月国土交通省土地・建設産業局） 

（14）測量法(昭和24年法律第188号)・同法施行令(昭和24年政令322号)及び同規則 

（15）地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例 

（平成30年8月 国土交通省建設産業局地籍整備課） 

（16）那賀町個人情報保護条例及び同施行規則 

（17）那賀町財務規則 

（18）地籍調査に係る規程、通知等及び先例 

（19）その他不動産（土地）関連法規 

 

（作業計画） 

第３条 受託者（以下「乙」という。）は、契約締結後７日以内に次の書類を作成し、

「甲」の承認を受けなければならない。また、その計画を変更しようとする時も同様

とする。 

(１) 作業実施計画書 

(２) 着手届 



(３) 作業工程表 

(４) 主任技術者届及び班長届（現場代理人届） 

(５) 作業の班編成と実施体制 

(６) その他「甲」の指示する書類 

 

（打合せ） 

第４条 「乙」は、作業を円滑に遂行するため、必要な事項についてその進捗状況を毎月５

日までに報告するほか、必要な段階ごとに「甲」と十分打ち合わせを行って、作業の

手戻りや遺漏の防止に努めなければならない。なお、打ち合わせの時期等については

協議するものとする。 

２ 作業実施中に指示又は協議した重要な事項については、その内容等を別に定める打

ち合わせ記録簿等に記録し、相互に確認するものとする。 

 

（秘密厳守） 

第５条 「乙」は、本業務の遂行上知り得た個人情報及び全ての事項について、本契約期間

並びに終了後も第三者に漏洩してはならない。 

２ 「乙」は、収集した個人情報の取扱いについて個人情報保護条例及び関係する法

令、ガイドライン等を遵守するとともに、借用を受けた資料に関しては、プライバシ

ーマーク（Ｐマーク）、または、ＩＳＭＳの規定に準拠し、個人情報の保護対策を行

い、管理・保管・廃棄するものとする。 

３ 業務上収集した情報を「甲」の許可なく、複写及び加工し庁外へ持出し、並びに目

的外使用してはならない。 

 

（身分証明書及び土地立ち入り） 

第６条 「乙」は、業務の実施にあたり、国土調査法第２４条第３項の規定に基づく身分証

明書を常時携帯し、関係人の請求があればこれを呈示するものとする。 

２ 調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者、または占有

者にその旨を通知するものとする。 

３ 宅地や垣、柵等で囲まれた土地に立ち入る必要がある場合は、あらかじめ占有者に

許可（承認）を得るか、「甲」と協議の上対処するものとする。 

 

（自社点検） 

第７条 「乙」が行う検査は、地籍調査事業工程管理及び検査規程細則に定められた自己点

検を作業者が行い、自社点検は班長又は主任技術者が行うものとし、記録及び成果の

全数点検を行うものとする。なお、全数点検においては、地籍調査作業規程準則、同

運用基準並びに別表及び関係規程等に沿った検査を行うものとする。 

 

（工程管理） 

第８条 「乙」は、工程の小分類毎の管理を行わなければならない。 

２ 「乙」は、業務実施にあたり、関係法規を遵守し、常に善良なる管理を行わなけれ

ばならない。 

３ 「乙」は、現場作業日誌を記録し、進捗状況等を「甲」に報告するものとする。 

４ 工程管理の検査は、「甲」の工程管理者が行い、原則として工程小分類の作業完了

後において実施するものとする。 

 

（成果の検定） 

第９条  「乙」は、 「甲」より指示された成果品について、技術的能力を有しかつ、組織とし

ての体制が確立された機関として国土地理院に登録されている検定機関による検定を



受けることとする。 

 

（実施者検査） 

第１０条 「甲」は、工程毎に「乙」の班長又は主任技術者立会のもと地籍調査事業工程管

理及び検査規程により実施するものとする。 

２ 業務実施中に、「乙」は「甲」から資料の提出を求められた場合は、期日までに提

出しなければならない。 

 

（再委託等の禁止） 

第１１条 「乙」は、業務を第三者に任し、または請け負わせてはならない。ただし、

「甲」の承諾を得たときはこの限りではない。 

 

（完了検査） 

第１２条 「乙」は、完了検査を受ける際には、工程検査済も含めた全ての成果品並びに関

係資料を準備し、主任技術者立会のうえ検査を受けなければならない。 

２ この検査にかかる費用は、「乙」の負担とする。 

３ 本作業の完了とは、成果品を提出し検査に合格した時をもって完了とする。なお

完了後において訂正事項等が生じた場合、「乙」はこの責任において訂正しなけれ

ばならない。 

 

（官公庁その他への手続き等） 

第１３条 「乙」は、関係官公庁、その他に対して協議・手続き等を要するときは、遅滞な

くその旨を「甲」に申し出るものとする。 

２ 関係官公庁と協議を行う際には、「甲」が同行するものとする。 

 

（技術者等） 

第１４条 当該業務の主任技術者は、「地籍総合技術監理者」又は「地籍調査管理技術者」

の資格を有している者又は、「地籍工程管理士又は土地家屋調査士法に基づく土地

家屋調査士の資格を有している者で測量法第４９条により登録された測量士又は測

量士補である者」、又は「甲」が認める地籍調査の十分な指導・管理の経験を有す

もので、地籍調査に熟知した者でなければならない。 

   ２ 当該業務の班長は、「測量法第４９条により登録された測量士又は測量士補又は

土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格を有している者」で、「地籍総合

技術監理者、地籍調査管理技術者、地籍工程管理士、地籍主任調査員の資格のいず

れかの資格を有している者」とする。 

３ 「乙」は、前項により登録された登録番号を書面により通知し、資格証の複写、

及び雇用関係を証明できるものを添付して書面により通知しなければならない。ま

た、これらのものを変更したときも同様とする。なお、地籍総合技術監理者又は地

籍調査管理技術者の資格者は、測量法第４９条により登録された測量士又は測量士

補の登録された登録番号及び資格証の複写を書面により通知しなければならない。 

 

（疑義） 

第１５条 本業務の実施にあたっては、仕様書に明示なき事項、その他疑義のある場合は、

「甲」と「乙」が協議のうえ決定し、「乙」はその指示に従うものとする。 

 

（保安） 

第１６条 「乙」は、本業務中に交通の妨害となるような行為はもちろん、公衆に迷惑をお

よぼさないよう次の各号により作業しなければならない。 

(１） 交通及び保安に関係ある作業については、あらかじめ所管官公庁と十分な打ち合



わせ の上実施すること。 

(２) 本業務従事者は常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないこと。 

(３) 本業務中に事故が発生した場合は、所要措置を講ずるとともに事故発生の原因、経  

過及び事故による被害の内容について、すみやかに「甲」に報告しなければならな

い。なお、損害賠償等の責任は「甲」と「乙」が協議の上、決定するものとする。  

（過失又は粗漏） 

第１７条 作業終了後に 「甲」若しくは認証者検査において、 「乙」の過失又は粗漏に起因す

る誤りが生じた場合は、速やかに再測等を 「乙」の負担で実施し、実施後は 「甲」の

再検査を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章業務の概要（地上法による地籍測量全般） 

（業務内容） 

第１８条 地籍調査の工程及び作業内容は、下記のとおりとする。 
地籍調査の工程 作業内容 備 考 

（適用地区名等） 
地籍図根三角測量（Ｃ工程） 
 

作業の準備 
選点 
標識の設置 
観測及び測定 
計算 
点検測量 
取りまとめ 
検査 

 

地籍図根多角測量（Ｄ工程） 
 

作業の準備 
選点 
標識の設置 
観測及び測定 
計算 
点検測量 
取りまとめ 
検査 

 

細部図根測量（ＦⅠ工程） 
 

作業の準備 
選点及び標識の設置 
観測及び測定 
計算 
点検測量 
取りまとめ 
検査 

 

一筆地測量（ＦⅡ-1工程） 
 

作業の準備 
観測及び測定 
計算及び筆界点の点検 
検査 

 

原図作成（ＦⅡ-2工程） 
地積測定（Ｇ工程） 

作業の準備 
地籍図原図の仮作図 
地積測定、計算及び点検 
地籍図原図の作成 
取りまとめ 
検査 

 

地籍図及び地籍簿の作成（Ｈ工
程） 
 

地籍調査票の整理 
地籍図原図の整理 
地籍簿案の作成 
検査（閲覧前） 
誤り等申出 
認証申請関係書類の整理 
地籍図複製図の作成 
検査 

 

 

（地籍図根三角測量） 

第１９条 地籍図根三角測量における多角網は、地籍図根三角点等を与点とした１次の多角

路線で構成することとする。作業は、次の各号に定める内容を考慮の上実施するも

のとし、平均図については「甲」の承諾を得るものとする。 

２ 地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利かつ、標識の保存が確実である位

置に選定するものとし、アスファルト舗装上への選点は原則として避けるものとす

る。 

３ ＧＮＳＳ測量機もしくはトータルステーションを用いるものとする。 



４ 使用する機械のプログラムについては、「甲」の承認を得なければならない。 

 

（地籍図根多角測量） 

第２０条 作業の計画はできる限り多角網を構成するように努め、選点図（平均図）を作成

し「甲」の承諾を得るものとし、第２条を考慮の上作業するものとする。 

２ 多角点の選定は、選点（平均）計画図に基づいて精度、後続作業における利用又

は標石保全等を考慮し、最も良好な位置に選点するものとする。 

 

（細部図根測量及び一筆地測量） 

第２１条 細部図根測量及び一筆地測量については、第２条を考慮の上作業するものとす

る。細部図根点の選定の結果は、細部図根点選点図に取りまとめるものとする。 

 

（地籍図一覧及び地籍図原図の作成） 

第２２条 地籍図作成要領を遵守し、作成する原図に適合したプリンタ－等を用い＃３００

以上、かつ、熱処理済みポリエステルベースにて作成するものとする。 

 

（地積測定） 

第２３条 地積測定は、現地座標法により行うものとし、地積測定の結果は地積測定成果簿

にとりまとめるものとする。 

 

（地籍簿案の作成） 

第２４条 地籍調査票、調査図、原図及び地積測定成果簿に基づいて、地籍簿作成要領を遵

守し作成するものとする。 

２ 調査期間においての土地の異動を把握するため、地籍簿案作成の前に前項により

照合したデータについて、再度登記簿と照合するものとする。 

 

（地籍図の複製） 

第２５条 地籍図の複製については、地籍図と同一縮尺であり、ひずみがなく、かつ鮮明で

あること。また、十分な耐久性が保証されていることとし、ポリエステルベースに

て２部作成するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 成果品（地上法） 

（成果品） 

第２６条 本作業で納入する成果は、次のとおりとする。 

単位作業 記録及び成果 備 考 

（適用地区名等） 

各単位作業共通 ① 工程表 

②地籍測量総括表 

③検査成績表 

④作業従事者名簿 

⑤その他測量工程上必要な資料 

⑥その他「 「甲」」の指示する書類 

 

地籍図根三角測量 ①基準点等成果簿写 

②地籍図根三角点選点手簿 

③地籍図根三角点選点図 

④地籍図根三角点平均図 

⑤地籍図根三角測量観測計算諸簿 

⑥地籍図根三角点網図 

⑦地籍図根三角点成果簿 

⑧地籍図根三角測量精度管理表 

⑨測量標の設置状況写真（電磁的記録） 

 

地籍図根多角測量 

 

② 地籍図根多角点選点図 

②地籍図根多角点平均図 

③地籍図根多角測量観測計算諸簿 

④地籍図根多角点網図 

⑤地籍図根多角点成果簿 

⑥地籍図根多角測量精度管理表 

⑦測量標の設置状況写真（電磁的記録） 

 

細部図根測量 

一筆地測量 

地籍図原図作成 

①細部多角点選点図 

②細部多角点平均図 

③細部図根点選点図 

④細部図根測量観測計算諸簿 

⑤細部図根点網図 

⑥細部図根点成果簿 

⑦一筆地測量観測計算諸簿 

⑧筆界点番号図 

⑨筆界点成果簿 

⑩精度管理表 

⑪地籍図一覧図 

⑫仮作図 

⑬地籍図原図 

⑭地籍明細図（必要な場合） 

 

地積測定 ①地積測定観測計算諸簿 

②地積測定成果簿 

③筆界点座標値等の電磁的記録 

④精度管理表 

 

地籍図写し 

地籍簿案 

①地籍図複製図 

②地籍簿案 

 

電子納品成果 ① 図根点座標値（地籍図根三角点、細部図根点等）  



 ②筆界点座標値 

③地番及び各筆の結線データ 

データの形式及び内容については、 「甲」の指示す

るものとする。 

 

（成果品の電子媒体） 

第２７条 「乙」は電子媒体を成果品として納める場合、ウイルスチェックを行うこと。 

成果品の電子納品時における使用媒体に用いるラベルには、以下の項目を明記する

ものとする。 

① 業務名称 

② 作成年月 

③ 発注者名 

④ 受注者名 

⑤ 何枚目/総枚数 

⑥ ウイルスチェックに関する情報（ウイルス対策ソフト名/ウイルス定義年月日又

は、パターンファイル名/チェック年月日（西暦表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 業務の概要（一筆地調査） 

（業務内容） 

第２８条 一筆地調査の工程及び作業内容は下記のとおりとする。 

一筆地調査の工程 

（小分類） 

作業内容 備 考 

 

作業の準備 関係書類提出  

作業進行予定表の作成 

 

現地調査計画立案 

作業進行予定表 

 

単位区域界の調査 

 

調査地域の現状把握  

調査図素図等の作成 

 

調査図一覧図・調査図素図・地籍調査票の作成 

関係者名簿の作成 

関係者説明会の開催通知及び説明会への出席 

 

 

現地調査等の通知 

 

現地調査等の通知  

筆界標示杭の設置 

 

筆界標示杭の設置（必要な場合） 

 

 

市町村の境界の調査 

 

隣接市町村の同意の確認 

 

 

現地調査等 

 

所有者、地番、地目、筆界の調査 

調査図・農業委員会に提出用資料等の作成 

 

取りまとめ 

 

点検整理 

 

 

検査   

 

（調査地域の現状把握と現地調査） 

第２９条 現地調査は「乙」の主導で行うものとする。「甲」は立会又は作業日誌等により

現状を把握するものとする。 

 

（提出書類） 

第３０条 「乙」は、「甲」の示す様式により、成果品として関係書類を提出しなければな

らない。成果品は、すべて「甲」の所有とし、「甲」の承諾を受けないで他に公

表、貸与してはならない。 

 

（地籍調査票・調査図素図・調査図一覧図の作成） 

第３１条 「乙」は、作業区域内の地籍調査票を作成するにあたり、法務局の土地登記簿等

を利用するものとする。 

２ 調査図素図等の基図は、法務局備付公図等とする。また、分筆登記等により地積

測量図が備え付けられていれば、参考とする。 

３ 調査図素図と土地登記簿等を照合し、相違点が発生した場合は閉鎖した旧公図を

確認し、調査するものとする。 

 

（立会通知文及び調書作成） 

第３２条 「乙」は、一筆地調査を実施することを土地の所有者又はその代理人に通知する

ため、調査日時等を記載した立会通知文を作成するものとする。 

２ 前項の場合、「乙」は「甲」と打ち合わせの上、一筆地調査に着手する時期を決

定し、作業班毎にその日時、地番、所有者等を記入し、一筆地調査立会調書として



作成するものとする。 

３ 「乙」は、立会通知文等を立会日の２週間前までに「甲」が指定する封書に入れ

提出するものとする。 

 

（立会連絡事務） 

第３３条 「乙」は立会の日程について、筆数・面積等を十分に考慮し、日割り及び作業班

体制を決定することとし、その決定については、「甲」と協議を行うものとする。 

２ 「乙」は土地所有者への立会通知については、所有者及び共有者全員、その他利

害関係者に通知するものとする。また、所有者が死亡の場合は、相続人全員又は相

続人に於いて決定した立会人（代理人）に通知すること。また、住所不明者につい

ては「甲」と協議するものとする。 

３ 「乙」は、地元説明会に出席するものとする。 

 

（一筆地調査作業） 

第３４条 各筆の立会については、土地所有者、代理人、その他利害関係人の立会が確実と

なるよう努めるものとする。 

２ 各筆の筆界の確認は調査を円滑かつ迅速に実施するため、筆界にあたっては特に

入念に対処し、筆界杭を確認するものとする。 

３ 土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在が明らかでない

ため、準則第２３条第２項の規定による立会いを求めることができない場合で、か

つ、筆界を明らかにする客観的な資料が存在する場合においては、関係行政機関及

び「甲」と協議の上、当該土地の調査を実施することができるものとする。 

４ 「乙」は「現地確認不能」、「筆界未定」の処理について、「甲」と協議するも

のとする。また必要に応じ、「乙」は現況写真を撮影するものとする。 

５ 地形の急峻等により調査区域の一部で現地立会が困難になった場合は、「甲」と

「乙」が協議を行い、図面等調査で実施することができるものとする。 

なお、図面等調査で行う場合は、対象区域の作業歩掛を現地調査から図面等調査に

変更することができる。但し、変更に適さないと「甲」が判断した場合はこの限り

ではない。 

６ 筆界標示杭の設置の作業歩掛については、 「甲」と 「乙」の協議の上で必要に応じ

て変更することができるものとする。 

（調査図作成） 

第３５条 調査図素図の表示が一筆地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂

正及び修正、または記録するとともに、次の場合には、調査図素図に必要な事項を

記録して調査図を作成するものとする。 

（１）分割があったものとして調査する場合 

（２）合併（一部合併を含む）があったものとして調査する場合 

（３）新規登録地を発見した場合 

（４）滅失（一部滅失を含む）した土地、または不存在地があった場合 

（５）地番を変更する場合 

２ 筆界点番号標を設置したときは、その都度、調査図素図の該当する箇所にその番

号を記録するものとする。 

 

（地籍調査票整理） 

第３６条 一筆地調査の立会の経緯を記録するため、地籍調査票に土地所有者、又はその代

理人に署名又は記名押印を願う。地籍調査において同意（承認）を得ることとされ

ている次の各号に該当する場合には、当該同意（承認）をした土地所有者又はその

代理人、あるいはその相続人に署名又は記名押印を願い、地籍調査票に必要な事項

を記録し、整理するとともに隣接土地所有者に対しても、同様に取り扱うものとす



る。 

（１）分割があったものとして調査する場合 

（２）合併（一部合併を含む）があったものとして調査する場合 

（３）新規登録地を発見した場合 

（４）滅失（一部滅失を含む）した土地、または不存在地があった場合 

（５）地番を変更する場合 

２ 同条一項による立会後、再立会を行う箇所については、再立会の際に土地所有者

又はその代理人に再度署名又は記名押印を求め、立会時の経緯を記録すること。 

３ 地番区域毎に一筆地調査を終えたときは、その都度地番（枝番号を含む）の順序

に編綴すること。 

４ 地籍調査票の署名又は記名押印にあたり、記録すべき事項が発生した場合は、

「摘要」欄に記録するものとする。 

 

（地籍調査作業等の日誌及び作業打合せ等の作成） 

第３７条 調査日毎に作業日誌を作成し、問題事項等を記録するものとする。 

２ 一筆地調査に関し、土地所有者、土地所有者の代理人及び利害関係人等との協議

事項等について、 「甲」及び 「乙」が記録すべきと判断したい場合は、打合せ記録簿

を作成し記録するものとする。 

 

（納入成果品） 

第３８条 本作業で納入する成果は、以下のとおりとする。 

（１）調査図 

（２）地籍調査票綴 

（３）作業日誌 

（４）立会通知等関係書類 

（５）立会処理簿 

（６）所有者リスト 

（７）地番リスト 

（８）法務局備付地図写（地積測量図含む） 

（９）土地登記簿写し 

（10）その他、「甲」が指示するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 5章 航測法による地籍調査（E工程,RD 工程） 

（業務内容） 

第３９条 航測法による作業工程及び作業内容は下記のとおりとする。 

地籍調査の工程 作業内容等 備 考 

１．地籍図根三角測量（Ｃ工程） 地上法に準じる  

２．航空測量（既存資料活用）（ＲＤ工程）   

 作業の準備（ＲＤ１） 作業計画等  

 既存資料の収集（ＲＤ２） レーザ計測データ等の収集  

 基礎資料の作成（ＲＤ７） 微地形表現図等の作成  

３．図面等調査（Ｅ工程）   

 作業の準備（Ｅ１） 作業計画等  

 作業の進行予定表の作成（Ｅ２） 地上法に準じる  

 単位区域界の調査（Ｅ３） 地上法に準じる  

 調査図素図等の作成（Ｅ４） 地上法に準じる  

 現地調査等の通知（Ｅ5） 図面等調査による。 

航測法の説明と意向調査 

（現地立会の要否） 

 

 市町村境界の調査（Ｅ６）   

 現地確認（Ｅ７） 筆界案  

 現地調査（図面等調査）（Ｅ７） 筆界等の調査及び確認  

 取りまとめ（Ｅ８）   

４．航空測量（ＲＤ工程）補備測量   

 作業の準備（ＲＤ１１） 作業計画等 次年度以降 

 現地調査（補備測量地区の調査）（Ｅ７） 地上法に準じる 次年度以降 

 補備測量（細部図根測量）（ＲＤ１２） 選点及び標識の設置 次年度以降 

補備測量（細部図根測量）（ＲＤ１３） 観測及び測定 次年度以降 

補備測量（細部図根測量）（ＲＤ１４ 計算 次年度以降 

補備測量（細部図根測量）（ＲＤ１５） 点検測量 次年度以降 

補備測量（一筆地測量）（ＲＤ１６） 観測及び測定 次年度以降 

補備測量（一筆地測量）（ＲＤ１７） 計算及び筆界点の点検 次年度以降 

筆界点座標値の計算・点検（ＲＤ１８） 筆界点座標値の算出 次年度以降 

 

（地籍図根三角測量） 

第４０条 本作業における地籍図根三角測量は、地上法に準じて行うものとする。 

 

（航空測量） 

第４１条 本作業は、平成３０年度に徳島県が実施した 「那賀町木頭他航空レーザ測量業務」

のレーザ計測データを用いて実施するものとする。なお、徳島県への成果類の使用

許可依頼等は「甲」が行うものとする。 

（１）基礎資料の収集 

既存の航空レーザ測量データ及び空中写真においては、地籍調査作業規程準則

同運用基準及び別表に定められた精度等に該当していることを確認するものとす

る。 

（２） 基礎資料の作成 

基礎資料の作成は、次のデータを作成し各図面を作成するものとする。 
① 微地形表現図（赤色立体図）データ（ＧｅｏＴＩＦＦ）及び図面 
② 林相区分図データ（ＧｅｏＴＩＦＦ）及び図面 



③ 樹高分布図データ（ＧｅｏＴＩＦＦ）及び図面 
④ 樹冠高区分図データ（ＧｅｏＴＩＦＦ）及び図面 
 

（３）取りまとめ 

     基礎資料の成果は次にとおり取りまとめるものとする。 

 

基礎資料の成果 

空中写真測量 ① オルソ画像 

② オルソ画像一覧図 

③ 精度管理表 

航空レーザ測量 ① 微地形表現図 

② 微地形表現図一覧図 

③ 精度管理表 

④ 林相区分図 

⑤ 樹高分布図 

⑥ 樹冠高区分図 

 

（一筆地調査：図面等調査） 

第４２条 航測法地区の一筆地調査は、図面等調査により行うものとする。ただし、土地所

有者等が現地での筆界の確認を希望する場合又は、図面等調査で筆界の確認等が困

難な場合は現地調査を実施するものとする 

 

（１） 作業の準備 

作業の進行予定表の作成、単位区域界の調査、調査図素図等の作成の通知は、

地上法に準じて行う。 

（２） 説明会等 

 説明会又は現地調査等の通知を行う際には、航測法の手法を説明すると共に、

境界精通者等の案内による現地確認又は現地での立会による現地調査を希望する

か等の意向を調査する。 

（３） 筆界案の作成 

現地確認又は図面等調査に用いる筆界案は、空中写真図、微地形表現図、樹高

分布図、樹冠高区分図及び境界の精通者等の境界情報等により作成する。 

（４） 現地確認 

現地確認は、境界の精通者等の案内により、図面等調査で必要な筆界の分岐点

や境界線が大きく屈曲する筆界点等を確認して、その位置を簡易な GNSS 測量機

等で計測するとともに、境界を表す標識等の現況を撮影し記録する。 

 

（５） 現地調査等（図面等調査） 

１）  筆界の確認は、筆界に関する情報を総合的に考慮し、当該筆界の現地におけ

る位置と推定される位置を図面等に表示した「筆界案」を作成し、土地の所有

者等の確認を得て調査する。 

２）  筆界等の分析等が困難な土地については、現地精通者を伴って調査図素図及

び地籍調査票に基づいて現地確認を行う。現地確認の結果、筆界案に変更があ

る場合には、調査図素図及び地籍調査票に基づき筆界案を修正する 

３）  地目の調査は、最新の空中写真を使用して、また必要に応じて現地調査を実

施して行う。当該地目と調査図素図の地目とが異なる場合には、その変更の年

月日を調査し調査図素図に記録する。 

４）  図面等調査は、調査図素図に基づいて、次に掲げるいずれかの方法により、



毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとす

る。 

①  図面等を収集又は作成し、当該図面等を当該調査に係る土地の所有者等

に送付する方法 

②  図面等を収集又は作成し、集会所その他の施設において、当該図面等を

当該調査に係る土地の所有者等に示す方法 

③  前２号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が

定める方法 

（６）  図面等調査の結果、次の場合には現地調査（補備調査）を実施できるように地

番、連絡先及びその他必要な事項を整理してとりまとめる。 

① 筆界案について、土地の所有者等から修正位置の証言がされた場合で、そ

の場では妥当と判断できない場合 

② 説明した筆界案に対して確認が得られず、その場で具体的な修正位置の証

言も得られなかった場合 

③ 土地の所有者等が現地に行けば筆界が分かり、現地調査に対して協力が得

られる場合 

（補備測量） 

第４３条 補備測量は、図面等調査で筆界の確認等ができなかった土地について、実施する

ものとする。なお、本工程は、本業務では実施しないものとする。 

（１） 現地調査 

地上法の一筆地調査に準じて実施する。 

  （２）補備測量（細部図根測量）及び補備測量（一筆地測量） 

      地上法により実施する。 

 

（筆界点座標の計算・点検） 

第４４条 筆界点座標の算出は、筆界案の作成に使用した基礎資料より筆界点の位置を計測

し求めるものとする。ただし、筆界案を作成する段階で筆界案の筆界点座標の算出

が行われ、その筆界案に修正が無い場合は、基本的にその座標値を筆界点座標とす

るものとする。なお、補備測量の対象となった筆界点については、補備測量で得ら

れた座標値を筆界点座標とするものとする。 

 

（納入成果品） 

第４５条 航測法による納入成果は、地籍図根三角測量、細部図根測量、一筆地測量、地籍

図原図作成、地積測定、地籍図複製図、地籍簿案、電子納品成果については、地上法

に準じるものとし、合わせて以下の成果を納入するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 程 成果品 

空中写真測量 ① オルソ画像 

② オルソ画像一覧図 

③ 精度管理表 

航空レーザ測量 ① 微地形表現図 

② 微地形表現図一覧図 

③ 精度管理表 

④ 林相区分図 

⑤ 樹高分布図 

⑥ 樹冠高区分図 

現地確認 ① 境界情報等計測座標一覧及び現地写真 



以上 



地籍調査数値情報化委託業務仕様書 

 

第１章 総 則 

 

（適用範囲） 

第１条 本仕様書は、那賀町（以下「甲」という）が、国土調査法に基づき実施する地籍調査事業に

伴う当該年度及び過年度の数値情報化業務（以下「本業務」という）を行う場合に適用する。 

 

（準拠法令等） 

第２条 本業務の実施にあたっては、次の各号に掲げる項目を準用する。 

（１） 国土調査法（昭和 26年法律第 180号） 

（２） 国土調査法施行令（昭和 27年政令第 59号） 

（３） 地籍調査作業規程準則（昭和 32年総理府令第 71号） 

同運用基準（平成 14年国土国第 590号国土交通省土地・水資源局長通知） 

（４） 地籍図作成要領について（令和 3 年 3 月 2 日付け国不籍第 489 号国土交通省不動産・建

設経済局地籍整備課長通知） 

（５） 地籍調査成果の数値情報化実施要領 

（平成 14年国土国第 594号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知） 

 

（疑 義） 

第３条 受託者（以下「乙」という）が、本業務実施にあたり本仕様書に定めなき事項及び疑義が

生じた場合は、「甲」と協議のうえ指示を受けるものとする。 

 

（作業計画） 

第４条 「乙」は、業務着手前に作業実施計画書、着手届、主任技術者届を「甲」に提出すること。

また、変更のあった時は直ちにその旨文書で報告すること。 

 

（守秘義務） 

第５条 「乙」は、業務の遂行上知り得た事項については、本契約有効期間のみならず、その終了

後も第三者へ一切漏洩してはならない。 

 

（提供情報の取扱） 

第６条  「甲」は、第１５条において電子データを本業務遂行上必要な情報として提供するが、「乙」

はこの情報を、本業務遂行及び成果品作成を目的として利用するものとし、それ以外の目的に利用す

ることの一切を禁止する。 

２．「乙」は、「甲」の提供する電子データを複写する場合は、その環境に充分な配慮を行い、ウイル

ス等による情報漏洩のないように管理するものとする。万一、本業務遂行中及び業務完了後におい

て、情報漏洩等に関する事実が確認された場合は、速やかにその内容を「甲」に報告すること。 

３．成果品納入が完了した後は、「甲」が提供した情報を保管する記憶媒体は、速やかに返却すると



共に、複写したデータの全てを完全に消去・破棄するものとする。 

（工程管理） 

第７条 本作業における工程管理は、地籍調査事業工程管理及び検査規程により実施するものとする。 

２．業務実施中に、「乙」は「甲」から資料の提出を求められた場合は、期日までに作成して提出し

なければならない。 

 

（成果品の品質保証） 

第８条 「乙」は、作業終了後「甲」の検査において、過失又は粗漏に起因する誤りが生じた場合は 

速やかに修正、訂正を「乙」の負担において、実施するものとする。 

 

（業務の完了） 

第９条 本作業の完了は、第３章に定める成果品を提出し、検査に合格した時をもって完了とする。 

 

 

第２章 作 業 

 

（作業数量等） 

第１０条 本作業の数量は、別添設計書のとおりとする。 

 

（作業工程） 

第１１条 本作業の工程は、下記のとおりとする。 

Ｈ－７工程 数値情報化 

工程細分類番号    工程細分類名称 

Ｈ－７－１      作業の準備 

Ｈ－７－２      資料収集 

Ｈ－７－３      データ変換等 

Ｈ－７－４      異動修正 

Ｈ－７－５      測定及び編集 

Ｈ－７－６      磁気記録化 

Ｈ－７－７      取りまとめ 

Ｈ－７－８      町検査 

 

（作業の準備 H－７－１） 

第１２条 「乙」は、作業着手に先立ち作業の方法、使用器械、作業工程、既存データの内容

等について検討し、適切な作業工程を立案し、これを「甲」に提出して、その承認を得るものとする。 

 

（資料収集 H－７－２） 

第１３条 本作業に必要な資料を「甲」は「乙」に下記のものを貸与えるものとする。尚、作

業の記録は収集資料一覧表及び収集資料としてとりまとめるものとする。 

（１） 測量結果データ関係 



①測量結果磁気記録。  

②地籍図根点成果簿の写し。 

③地籍図根三角点網図の写し。 

④地籍図根多角点網図及び細部図根点網図の写し。 

⑤税務課保管の異動通知書の写し。 

（２） 地籍簿データ及び共有者一覧表関係 

①地籍調査事務支援システムの磁気記録。 

②地籍簿の写し。 

③税務課の固定資産情報より抜粋した磁気記録。 

（３） 地籍図関係 

①地籍図の写し。 

②地籍図一覧図の写し。 

 

（データ変換等 H－７－３）  

第１４条  測量データ、面積計算データ等の既存の数値データを変換及び入力をする。 

 

（異動修正 H－７－４） 

第１５条  地籍成果の登記完了後の、分筆等による異動は、税務課保管の異動通知書により異動更新 

を行うものとする。 

 

（測定及び編集 H－７－５） 

第１６条  属性情報は、地籍調査事務支援システムの調査前後データ並びに共有者データを基に、地

籍管理事業等に必要な情報をデジタルデータとして調整する。 

２．図根点データ、筆界点データ、筆界線データ等を既存測量データより区分して、各データを作成

する。 

３．不突合資料の作成は、筆界点情報・図根点情報・一筆情報等に不突合個所があった場合は、不突

合リスト及び不突合図を作成して「甲」に提出し、「甲」で不突合の原因を解明する。原因が解明さ

れた不突合については、編集工程に戻り修正をする。 

４．地籍フォーマット 2000の各情報ファイルを作成する為に必要となる属性情報の編集を行う。 

①地区別情報ファイル 

  ②地図番号情報ファイル 

③筆界点情報ファイル 

④筆・長狭物図形情報ファイル 

⑤筆属性情報ファイル 

⑥共有者情報ファイル    

⑦筆界未定構成筆属性情報ファイル 

⑧仮行政界線情報ファイル 

⑨図根点等情報ファイル 

 

（磁気記録化 H－７－６） 



第１７条 地籍フォーマット 2000 に定める各情報ファイル及びメタデータファイルを所定の形式、

構造にしたがって電子記録媒体等に記録するものとする。また記録された各情報ファイルは、フォ

ーマットチェッカーを用いて点検を行い、エラー等が発生した場合は原因を調査し必要に応じて修

正を行うものとする。 

 

（取りまとめ H－７－７） 

第１８条 取りまとめ工程においては、メタデータファイルの作成、点検、精度管理表の作成等成果

の取りまとめを行う。 

２．「乙」は、成果品とする電子記録媒体は、ウイルスチェックを行った後、その電子記録媒体を納品

するものとする。尚、その電子記録媒体は、「甲」が所持するウイルス検査用パソコンで再度検査を

行い、異常が無いことの確認後、「甲」地籍調査システムにインストールして、納品された成果の検

査を行うものとし、この時点で本業務の成果検査が完了するものとする。 

３．「乙」は、電子記録媒体として、納品する電子記録媒体に次の項目を、ラベルとして表示するもの

とする。 

①業務名称 

②作成年月日 

③甲名 

④数量（何枚目／総枚数） 

⑤ウイルスチェックに関する情報 

（ウイルス対策ソフト名／ウイルス定義年月日／チェック年月日） 

  ⑥フォーマット形式 

 

（町検査 H－７－８） 

第１９条 精度管理表の全数検査、数値地籍情報ファイルの 1 パーセント以上についての照合検査を

行う。 

 

 

第３章 成果品 

 

 （成果品） 

第２０条 本業務で納入する成果は下記のとおりとする。 

①工程表 

②磁気記録媒体（CD-Rを標準とする。） 

③地籍調査成果ダンプリスト 

④検査成績表 

⑤その他、工程上必要な資料 

 

 

 

 



 

数値情報化作業手順 

  

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO  

 

                                                      YES 

 

 

 

                 NO 

                                                      YES 

 

                                     

 

 

 

 

 

計画・準備 

資料収集 

 

地籍図根点等網図等 

 

属性情報の入力 

属性入力準備 

図形編集 

属性データの点検 

属性編集 

地籍図根点等成果簿 共有者氏名表 

データファイルの点検 

取りまとめ 

町検査 

県検査 

地籍図 地籍簿 異動情報 

図形データ変換 

図形データの点検 

属性データ変換 

属性データの点検 

図形異動修正 

 

属性異動修正 

突合せ点検 不突合資料 

地籍フォーマット 2000データファイル 

 

メタデータファイル 

町解明 

不突合解明作業 


